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本日の内容

〇政府における統計改革

〇統計データ整備

〇新たな利活用拠点「統計データ利活用センター」
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統計改革推進会議「最終取りまとめ」の全体構成（イメージ）

１．EBPM（証拠に基づく政策立案）
推進体制の構築

（１）基本的な考え方
（２）推進の要の整備
（３）政策、施策、事務事業の各段階における取組

２．GDP統計を軸にした経済統計の
改善

（１）GDP統計の体系的整備の全体像
（２）より正確な景気判断に資する基礎統計改善、GDP

統計の加工・推計手法改善に向けた取組
（３）生産面を中心に見直したGDP統計への整備

３．ユーザーの視点に立った統計シス
テムの再構築と利活用促進

（１）各種データを用いた統計的分析の推進
（２）社会全体における統計等データの利活用の促進

４．報告者負担の軽減と統計業務・
統計行政体制の見直し・業務効
率化、基盤強化

（１）報告者負担の軽減
（２）統計業務の見直し・業務効率化及び各種統計の

改善
（３）統計行政体制の見直し
（４）統計改革の推進の基盤強化

EBPMプロセスを通じた
経済統計の改善

経済構造の正確な把握
によるEBPMの促進

政
策
・
統
計
の
改
善

利活用促進 リソース確保



統計改革推進会議 最終取りまとめ（抄）

〇我が国の経済社会構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に活用し、国
民により信頼される行政を展開するためには、政策部門が、統計等を積極的に
利用して、証拠に基づく政策立案（EBPM。エビデンス・ベースト・ポリ
シー・メイキング）を推進する必要がある。

〇EBPMを推進するためには、その証拠となる統計等の整備・改善が重要である。
また、EBPMを推進することにより、ユーザー側のニーズを反映した統計等が
一層求められ、政策の改善と統計の整備・改善が有機的に進むことから、
EBPMと統計の改革は車の両輪として一体として進めていく必要がある。

〇ICTの発展に伴うデータ処理・分析能力の高度化や、客観的な証拠に基づく政
策立案・学術研究の必要性の高まりなどに対応し、統計及び統計ミクロデータ
の更なる利活用とともに、新たに行政記録情報や地方自治体・民間が保有する
各種データの積極的な利活用も統計システムに組み込んで、統計等データを始
めとする各種データを有機的・効果的に利活用した統計的分析などを積極的に
促進する。



公的統計の整備に関する基本的な計画



統計データの利活用



「統計データ利活用センター」について

平成30年度から、先進的なデータ利活用の推進拠点として、和歌山県内に「統計データ
利活用センター」を開設し、ICTを活用して高度なデータ解析を実現する統計ミクロデー
タの提供を開始。和歌山県と協力し地方創生に貢献

【規模】

統計局・統計センターから10名
民間企業・大学等からデータサイエ
ンティスト数名程度（非常勤含む）

【設置時期】
平成30年４月予定

【設置場所】
南海和歌山市駅ビル

（和歌山市東蔵前丁）
（和歌山県データ利活用推進センターと同じ）

データサイエンス・EBPMに
資する統計データ利活用推進

統計データ利活用に関する
人材育成

○ICTを活用し情報セキュリティを
確保しつつ高度なデータ解析を
可能とする環境の構築

○オンサイト利用の普及啓発
○各種データアーカイブの整備 など

○地方公共団体における統計データ
を活用した課題解決の支援

○産学官における利活用ニーズへの
対応、統計データ利活用相談

○データによる課題解決事例の研究、
展開 など

○データサイエンススキル
の向上支援

○統計データ利活用に
関する研修会の実施

など

統計データ利活用センター
“先進的なデータ
利活用拠点“

統計ミクロデータの提供


